
第２回 地域包括ケア推進部会 

 

日時：令和７年 10 月 15 日（水）午前９時 30 分 

場所：小田原市役所３階 301 会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 第１回の各部会での提言を受けた今後の方向性 

（１）介護認定軽度者の専門職外移行に向けて 

（２）一般介護予防事業の見直しについて 

（３）市民理解・啓発について 

 

３ その他 
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第１回の各部会での提言を受けた今後の方向性

資料２
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（１）介護認定軽度者の専門職外移行に向けて

（２）一般介護予防事業の見直しについて

（３）市民理解・啓発について



◆両部会での振り返り

介護現場のあり方検討部会
・介護人材の減少を鑑みると、要支援１・２の対象者の支援を専門職以外が担うことはやむを得ない。
・訪問介護は原則、専門職外に全部任せる形をとることが望ましい。例外をきちんと設ける必要性あり。
・通所介護は、専門職のアセスメントを入れながら、地域のサロンなどに移行できることが望ましい。
・セルフケアプランを普及させることで地域包括支援センターの負担軽減や本人の意識改善にもつながる。

地域包括ケア推進部会
・要支援１・２の支援を専門職外が担うことはやむを得ないが、障壁がいくつかある。
・地域での担い手も高齢化しており、地縁団体も担い手が見つからない状況がある。
・地域に知られたくないという思いも高齢者にあるため、地縁ではなくサービス開発する必要性がある。
・専門職に見てもらいたい市民に対しての説明の工夫が必要である。

→軽度者の支援を専門職外に移行していくことについて合意形成された。
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◆介護認定軽度者の専門職外移行に向けた取り組むべき事項

訪問型サービス(切迫性高)

・サービスA：中核となる指定事業所の検討

・サービスA：委託の実施検討

・サービスB：既存団体の担い手育成支援

・サービスB：新規団体の立ち上げ支援

・サービスB：生活応援隊等との連携

通所型サービス(切迫性低)

・サービスC：専門職の目による短期集中的な支援

・サービスB：サロンへの移動支援の検討

・地区サロンの見える化

・予防パッケージの提供（体操、専門職派遣等）

・サービスA・Bの新規開発

地域包括支援センターのグリップ機能について

・サービスA・B・Cの利用促進に併せた、介護予防ケアマネジメントB・Cの利用拡大の体制整備
→予防ケアマネジメントの指針を作成し、地域包括支援センターの予防業務のグリップを図る。

・介護予防ケアマネジメントAの削減に伴う、委託料の見直し

移行に係る全体調整 移行する範囲、移行スケジュール、移行人数の想定等
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◆介護軽度者の専門職外の移行スケジュール(案)について

R7・8

計画策定期

R9

移行周知期

R10

移行スタート

R11

・移行する内容の確認
・利用者見込み数の試算
・先行都市への視察
・計画への記載内容の精査
・本市のサービスA～Cの内容整理
・内部体制の整理

・1 0 期発表
・広報展開
・事業者周知・市民周知
・Q A作成

第10 期介護保険事業計画

・サービスA中核機関への打診
・第２層Co.との連携
・担い手研修の見直し

・予防ケアマネジメント指針作成
・地域包括支援センター研修等

事業の充実化・分析
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◆介護現場のあり方検討部会からの提言【R7.10.2実施】

・「認知機能の疾患」「循環器系の疾患」は気づかないうちに悪化することなどがあるため、専門職の支援が
入ることで重度化防止につながる。

・高齢者本人ではなく、課題のある「世帯」であった場合について、専門職が支援に入る必要性がある。
・専門職が支援に入る人であっても、地域との関わりがあったほうがよい。「専門職」と「地域」による支援

の割合は、グラデーションがあってよい。
・対象の高齢者のアセスメントは地域包括支援センターが行うことが望ましい。業務負担軽減の必要性もあ

るので、地域包括支援センターの役割について、地域包括ケア部会で検討してほしい。

▶ 今後、本部会で地域包括支援センターの役割について検討していく。
▶ 軽度者について、スポット的・効果的に専門職がアプローチできる仕組みを構築する。

・住民主体的に介護予防の担い手を見つけていく際に、既存の事業や資源をうまく活用していく必要があ
る。例えば、市民学校の卒業生、認知症サポーター養成講座の受講生など…

▶ 次回の部会までに候補となりうる現状の資源についてまとめる。

・介護予防の促進が「自分自身の生活のため」と「社会保障費の削減のため」の２つの意味合いがあること
を市民に広く周知してく必要がある。

▶ 本日の部会の検討テーマの一つ。

専門職の支援が必要な軽度者について

介護予防の市民への周知について

担い手の開発について
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（２）一般介護予防事業の見直しについて
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◆一般介護予防事業の総合評価

（１） 介護予防把握事業

事 業 名
事業の
必要性

経費/人
市民

ニーズ
総合評価

介護予防把握事業 ◎ ◎ － ◎

（２） 介護予防普及啓発事業

事 業 名
事業の
必要性

経費/人
市民

ニーズ
総合評価

アリーナマシン教室 ◎ ◯ ◎ ◎

アリーナストレッチ教室 ◎ ◎ ◎ ◎

いそしぎマシン・ストレッチ教室 ◎ ◎ ◎ ◎

地域型教室 ◎ ◯ ◯ ◯

◎ 高い ○ 普通 △ 低い

◎ 高い ○ 普通 △ 低い
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事 業 名
事業の
必要性

経費/人
市民

ニーズ
総合評価

高齢者栄養教室 ◎ ◎ ◯ ◎

脳トレ！脳と体の生き活き教室 ◎ ◯ ◎ ◎

高齢者のためのフレイル予防教室 ◯ ◎ ◯ ◯

お口の健康スキルアップ教室 ◎ ◎ ◯ ◎

生きがいふれあいフェスティバル ◯ ◎ ◯ ◯

高齢者体操教室 ◎ ◎ ◎ ◎

◎ 高い ○ 普通 △ 低い
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（３） 地域介護予防活動支援事業

事 業 名
事業の
必要性

経費/人
市民

ニーズ
総合評価

いきいき健康事業 ◎ ◎ ◯ ◯

地域介護予防活動支援事業 ◯ ◎ ◯ ◯

ふれあい担い手発掘事業 ◯ ◯ △ ◯

（４） 地域リハビリテーション活動支援事業

事 業 名
事業の
必要性

経費/人
市民

ニーズ
総合評価

地域リハビリテーション活動支援事業 ◯ ◯ ― ◯

◎ 高い ○ 普通 △ 低い

◎ 高い ○ 普通 △ 低い
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◆一般介護予防事業の今後の方針について

リスクの高い分野へのアプローチの継続

・７０歳を迎える高齢者を対象にした介護予防把握事業で把握した高リスク因子に対しての取り組みは必要性
が高いと考えている。

物忘れリスク
こころリスク
口腔リスク

総合評価が「高い」と判断される事業について

・第10期計画においても引き続き実施
・介護予防把握事業で把握したリスクに応じた教室への参加を促す案内文を送付するなど、効果的な介護予防

のための知識啓発のため、積極的に市が関与していく。

総合評価が「普通」と判断される事業について

・高齢者が地域で社会参加できる機会を増やし介護予防に取り組むことが、地域で支援を必要とする高齢者の
支えにも、つながっていくよう事業内容等の見直しを行う。

一般介護予防事業の効果的運用を図るための新規事業の検討

・フレイルの悪化防止に資する取り組みを立ち上げ、介護予防事業の効果的な実施を図る。

：
：
：

３７．８％
18.2%
１６．０%

脳トレ！脳と体の生き活き教室
介護予防教室全般
お口の健康スキルアップ教室
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◆一般介護予防事業の効果的運用を図るための新規事業の検討について

フレイルサポーターが高齢者を対象にフレイルチェックを実施し、フレイルの恐れがある高齢者を早期に発見
し、一般介護予防事業等につなげることにより介護予防を図る。

事業の狙いどころ

① 一般介護予防事業との連動

フレイルサポーターを育成し、フレイルチェックを通じて、高齢者個々の状態を把握し、適切な一般介護
予防事業へつなげることでより効果的な介護予防を実現する。

② 住民主体の活動との連携

フレイルサポーターによるフレイルチェックとサロン活動などが連携できるようになることで、高齢者に
とって身近な場で介護予防の取組が推進される。

③ サポーター育成と社会参加の促進

高齢者を中心に市民を育成することで、実施する側自身の介護予防の学びや社会参加につなぐ。

フレイル予防
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フレイル予防

（通いの場・
地域サロン等）

◆フレイル予防の導入による効果【イメージ図】
本人の元気度

物忘れ

口腔

運動

栄養

一般介護予防事業

専門職による介護サービス

高

低

専門職外による介護サービス

効果的な事業

効果的
な事業介護予防

把握事業

効果的
な事業広報媒体

今後のイメージ

フレイルサポーター が、

市民のフレイルの早期発見
に努め、介護予防の効果性
を高める流れを生み出す。

多様なバックグラウンドを持つ主体の参加受動的かつ効果的な事業への参加動機付け

フレイルの恐れの
ある高齢者
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（３）市民理解・啓発について
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◆これまでの周知について

自立支援型のケアマネジメントについて

自分らしい生活を送るために介護予防が大切であり、介護保険サー
ビスを利用する際も、「お世話型」になってしまうと自身の身体能力
が落ちてしまうため、「自分でできること」の力を伸ばすことの重要
性を説いている。

一方で、「介護人材のひっ迫性」や「過度の利用が介護保険料の上昇
につながること」に関しての説明は行っていなかった。

2040年を見据えた介護制度の改革を進める中で、一歩踏み込んで、
市民に「介護予防の重要性」「軽度介護者の専門職外支援」などにつ
いて理解・啓発を深めてもらう必要性がある。

▲自立支援型ケアマネジメントの啓発(2019)
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①介護予防を“自分事”として考える

②介護の軽度者は、専門職ではなく、地域・自助で支える

10期計画において、市民に伝えるべきメッセージ

なぜ、この２つが必要なのか

・介護人材は減っていくが、介護ニーズは増大する。需要と供給がもっとも離れることが想定されるのは2040年。

・このままでは「介護を受けたくても、受けられない人」が現れる。専門職が重度者に対応できる体制づくり。

・国のガイドラインでも、軽度者の専門職によるサービスに一定の条件を設けている。

※「医療・介護の専門による専門的なニーズに応えるサービスの想定される対象者」は、「進行性疾患や病態が安定しない者など、
専門職による適切な支援が必要となる者」（介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて 令和６年８月５日改正）

◆10期以降の市民啓発・理解について
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本部会でご助言いただきたいこと

・市民に介護予防・自立支援型の介護を「自分事」として受け止めてもらうにはどのような方法がよいか。

・「軽度者は専門職外による支援で支える」ことを市民にどう伝えるべきか。

・厳しい現実を市民に伝えるとき、どの表現に配慮するべきか。

◆10期以降の市民啓発・理解について

▶ 第１回の部会では、市民が介護予防を逆引きできるような広報の提案があった（参考資料）。

このままでは、サービス提供者がすべてのニーズに応えられず、まずは通所型サービス、訪問型
サービスで改善を試みる取り組みが不可避であることを伝えたい。

人材や財源のひっ迫をどのように伝えるべきか。▶

▶
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参考資料
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◆ 理想の姿
理想の姿：「流れをつくる」

限られた資源を、効率的効果的に活用する
ために、コストカットと自立に向けたプロセ
スを明確化する。

身体の衰えを感じた人すべてが介護申請に
つながるのではなく、申請時にフィルターを
かけ、地域のインフォーマルや、一般介護予
防事業につなぐ。

そのうえで、支援認定者には専門職による
短期集中的な介入を行い、介護予防に関す
るセルフマネジメント能力を高める。

その後に支援を継続する場合、専門職によ
る支援は、進行性の疾患など、特定の条件
を持つ人に限る。

原則的には、訪問型や通所型に関しては、
専門職以外による支援を受けることとする。

地域の主体的な資源と、市のサービスを連
携させ、持続可能な運営を目指す。

実現にむけて、機能強化の取り組みが必要
な部分に着色をしている。

連携

原則利用しない

専門職による支援
(国基準型サービス)

進行性の疾患等、利用する人の制限。

専門職以外による支援
(サービスA、サービスB)

実施団体の確保、拡充、効果的な研修

申
請
の
フ
ィ
ル
タ
ー

介
護
申
請

フ
レ
イ
ル
状
態

３か月間の生活改善【特に通所】

(サービスC)通年で参加できる３か月間集中型のサービス。

地域の主体的な介護予防や集いの場 開発や支援を実施

一般介護予防事業 予防効果を上げるための事業見直しを実施

介護認定がなくても利用可能なサービス
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社会福祉協議会
(２層コーディネーター)

健康づくり課高齢介護課

地域包括支援セ
ンター

•「量から質」の転換点：地域サロンの創設支援を柱の一つとし、「質より量」の拡
充を重視。年1回でも住民がサロンと認識すれば「サロン」と定義してきた。(市
のサービスとは連動していない)サロン数は飽和傾向にあり、今後は「介護予防に
資する」「世代間交流を促進する」など“質の担保”に重点を置く方向。

・生活支援（生活応援隊等）の担い手不足の深刻化：経費補助が整っている反面、
既存スキームが柔軟な見直しの足かせになる場面がある。

•２層Coとしての限界：既存の社協の地区担当を２層Coとしておいた経緯から人件
費をつけておらず、２層に特化したコーディネート業務は困難である。

・予防業務の過重集中と支援機能の希薄化：介護予防ケアマネジメント（予防プラ
ン作成）に多くの時間が割かれ、本来担うべき地域支援や包括的マネジメントに
注力できない。また、人員不足が構造的に存在し、人的・時間的に余裕がない。

・財源構造に起因する業務の偏在：委託法人としては、予防プランの作成報酬が運
営上不可欠なため、他の業務とのバランスが取りづらい。

・再委託・指定の停滞：要介護者でさえケアマネ探しに苦戦する地域もあり、要支
援者の再委託や指定が進まない。

• 指針不在とマネジメント不全：介護予防ケアマネジメントに関する指針や位置づ
けが曖昧で、所管部署自体に知見が不足。

• 業務過多による事業の停滞：ケース対応の増加により、事業開発や深堀が困難。
また、ケースワークの負荷により、事業の進捗にばらつきが生じる。

・総合事業の未活用と偏在利用：総合事業等の「器」はあるが、実利用が少なく、
国基準型サービスへの偏りがある。短期集中型通所事業の費用対効果が低いこと
が指摘されている。

・連携を阻む組織的隔たり：保健センターに位置するため、地域包括支援セン
ター等との連携が乏しい。

・事業の効果測定の未実施：事業の参加者について、その後の効果測定ができて
おらず、事業が介護予防に効果的に作用しているか不明瞭である。

・費用負担を通じた意識づけの模索：費用徴収型の導入を模索しており、「受益
者負担」の考え方を強め、目的意識を持たせる

連携希薄

連携不在
２層Co委託

２層の業務
充実を。

予防マネジメントの
指針が不在

人員不足による
地区担当職員の疲弊

◆ 本市の介護予防にかかる主体の課題と連携について(※１)
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◆ 必要な取り組み

総合事業
・国基準型サービスの絞り込み
・サービスAの核となる事業所探し
・サービスBの枠組みの拡張
・サービスCの取り組み変更

一般介護予防事業
・介護予防の分析と課題把握
・事業の効果的な実施
・受益者負担の調整
・成人保健との一体的取り組み

住民の主体的な活動
・サロンの量から質への転化
・サービスBとの連携と移動支援
・２層コーディネーターの業務明確化と強化
・ケアタウン・地域コミュニティ事業との整合

介護予防事業改革

2040年を見据えた介護予防体制
・介護予防ケアマネジメントに資する市の指針の作成
・効果的に介護予防を推進するための組織体制、連携体制の構築※１
・介護予防サービスの適切利用に関する市民理解の啓発

地域包括支援センターによる住民支援
・市による運営業務のグリップ(業務の取捨選択)＝指針の有効活用
・予防Aを減らすことによる委託料への影響の再試算
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サービス
・活動事業



サービス
・活動事業

サービス・活動事業
　要支援認定を受けた方と事業対象者（※）の方が対象です。「訪問型サービス」、「通所型
サービス」、「短期集中型サービス」を実施し、利用者のニーズにあったサービスを提供しま
す。サービスの利用にあたっては、お近くの高齢者支援センターにご相談下さい。





聞こえのチェックも
実施しています

お







団体単位で年1回まで（希望団体が多い場合は、調整させていただく場合がございます。）



団体単位で年1回まで（希望団体が多い場合は、調整させていただく場合がございます。）



町　田　市町　田　市



町　田　市町　田　市



活動にかかる会場借上料や講師謝礼等経費の一部を補助しています。



活動にかかる会場借上料や講師謝礼等経費の一部を補助しています。

サービス・活動事業

がん







サービス・活動事業の



サービス・活動事業の サービス・活動事業の
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